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「ちょこっとほいく」（ビジタープラン）利用契約書 

 

                   （以下「甲」という。）とエンパワー・サポート株式会社（以下、「乙」と

いう。）とは、甲が乙の営む「ちょこっとほいく」（ビジタープラン）を利用するにあたり、次の通り契

約を締結する。 

 

１．「ちょこっとほいく」（ビジタープラン）利用契約の概要 

    求職者と貴社を１日単位でマッチングするサービスです。 

 

紹介手数料 求職者に支払う報酬額の３０％（消費税別） 

 

２．支払代行サービス利用契約の概要 

  貴社から求職者に対する給与の支払いを乙が代行するサービスです。 

 

代行手数料 ３００円/件（消費税別） 

 

３．契約内容の確認 

 

「ちょこっとほいく」   ☑ ビジタープランを申し込む 

   ※ただし、契約期間は「ちょこっとほいく」利用規約

第１３条にかかわらず、 年 月日から 年 月 

日までとする。 

 

支払代行サービス 

 

  ☑ 支払代行サービスを申し込む 

 

 

施設名１ 

 

施設名２ 

 

施設名３ 

 

施設名４ 

 

施設名５ 
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「ちょこっとほいく」利用規約 

 

第１条（目的） 

 １ 本規約は、甲が乙と求職者を１日単位でマッチングする

サービスである「ちょこっとほいく」（ビジタープラン）

（以下、「本サービス」という）の利用にあたり、甲乙間

に適用される。 

 ２ 甲及び乙は、本サービスが甲への求職者のマッチングを

保証するものでないことを相互に確認する。 

第２条（使用約款） 

 １ 本サービスの利用にあたり、甲は、乙が別に定める使用

約款を遵守しなければならないものとします。 

 ２ 乙は、必要と認めるときは、いつでも本サービスの使用

約款を変更することができるものとし、甲はこれに同意す

るものとします。 

 ３ 乙は、本サービスの使用約款を変更するときは、使用約

款を変更する旨及び変更後の使用約款の内容及びその効力

発生時期を本サービスのサイト上に掲載する方法により甲

に通知するものとし、その効力発生時期から変更後の使用

約款を適用するものとし、甲は予めこれに同意するものと

します。 

第３条（提供内容） 

   乙は、甲からの依頼に基づき、甲に対して次のサービス

を提供する。  

  ⑴ 甲が行う求人について、適切な求職者の紹介  

  ⑵ 上記の紹介を行うにあたっての相談、助言、人材の探

索や調査 

第４条（紹介手数料について） 

 １ 甲が前条に掲げるサービスの対価として乙に支払う紹

介手数料は、同条⑴により乙が紹介した応募者の内定を決

定し、当該応募者（以下、「採用者」という。） が実際に

勤務した段階で紹介手数料が発生する成功報酬方式とす

る。 

 ２ 甲が乙に支払う紹介手数料は、甲が採用者に支払う報酬

額（基本給、諸手当、賞与、等を含む。なお、源泉税、社

会保険料等の控除前の金額とする。）の３０％に消費税を

加算した額とする。 

３ 前項の紹介手数料の支払いは、毎月締め翌月１０日限り

での一括払いとし、原則それ以外の対応はできないものと

する。また、振込手数料は甲の負担とする。 

第５条（甲の義務） 

   甲は、本契約の有効期間中及び本契約終了後も、乙に対

して通知することなく、求職者及び採用者と直接連絡を取

り、又は求職者及び採用者を別に採用してはならない。 

第６条（休業手当） 

   甲が求職者に採用の通知をした後、甲の責めに帰すべき

事由により休業するなど求職者を就労させなかった場合、

甲は採用者に対して、給与額の６０％を支払う義務がある

ことを認める。 

第７条（賃金支払債務の併存的引受け） 

 １ 甲が乙と支払代行サービス利用契約を締結した場合、乙

は、甲がその採用者に対して負う一切の賃金支払債務を、

併存的に引き受ける。これにより、乙は、甲と連帯して、

甲の採用者に対する賃金支払債務を負担する。 

 ２ 前項の併存的債務引受けの対象となる債務は、本契約締

結時点で既に発生している一切の賃金支払債務、及び以後

発生する一切の賃金支払債務とする。 

 ３ 甲は、乙の求めに応じて、採用者の賃金の支払額の額面、

採用者の勤務実績等の賃金支払債務に関連する情報を、速

やかに乙に対して提供しなければならない。 

 ４ 甲は、採用者へ翌月１５日に支払うべき賃金を、その５

日前である毎月１０日までに乙へ寄託しなければならな

い。 

 ５ 甲が採用者に直接賃金を支払う場合、甲は事前に乙へ通

知しなければならない。 

 ６ 甲と乙は、乙が第１項に基づき賃金支払債務を併存的に

引き受けた場合であっても、甲が採用者に対する最終的な

賃金支払債務を負担することを相互に確認する。 

第８条（損害賠償） 

 １ 採用者が傷病、家族の介護、傷病又はその他のやむを得

ない事由により就業できない場合、乙が代替え人材の紹介

に尽力する。ただし代替え人材が紹介できない場合でも、

乙は損害賠償の責を負わないものとする。 

 ２ 本サービスの提供（本サービスのために取得した個人情

報の管理を含む。以下同じ。）に当たり、乙の責に帰すべ

き事由により、甲に損害が生じた場合であっても、乙に故

意又は重大な過失がない限り、乙は一切の責任を負わない

ものとする。 

 ３ 本サービスの提供に当たり、乙の故意又は重大な過失に

より甲に損害が生じ、乙が甲に対して損害賠償責任を負う

場合であっても、その損害賠償の対象となる損害は、乙の

行為により直接かつ通常生ずべき積極損害に限るものと

し、甲に対して賠償すべき損害額の累計額は、乙が１年間

で甲から受領した利用料及び手数料の合計額を上限とす

る。 
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第９条（守秘義務） 

 １ 甲及び乙は本契約に関し、契約継続中及び終了後を問わ

ず、相手側から秘密である旨明示のうえ受領し又は開示

を受けた情報の一切を、秘密として厳重に管理し、正当

な理由なく他人に漏らしてはならない。 

 ２ 個人情報を除き、前項にかかわらず次の各号に該当する

情報については守秘義務の範囲外とする。 

  ⑴ 受領時にすでに公知であったもの、又は受領者の責に

よらず公知になったもの 

  ⑵ 開示を受ける以前に受領者がすでに保有していたもの 

  ⑶ 第三者から機密保持義務を負わされることなく受け取

ったもの 

  ⑷ 受領者が独自に開発したもの 

 ３ 甲は、求職者の個人情報を採用以外の目的で利用しては

ならない。 

第１０条（通知の遵守義務） 

   乙は、本サービスを利用するにあたり、「保育所等におけ

るスポットワーク（いわゆるスキマバイト）により採用さ

れた保育士の取扱いについて」（令和７年２月１４日こ成

保第１３１号）を遵守する。 

第１１条(求人条件等の情報開示・公開) 

 １ 甲は、事前に開示・公開を希望しない旨を事前に指定した

場合を除いて、甲が提示した求人条件及び一般的に公開さ

れている甲の企業情報を、乙が候補者を募集するために乙

が運営又は利用するインターネットＷｅｂサイト等にお

いて開示・公開することを同意するものとする。 

 ２ 乙は、乙と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人

票や会社案内等、甲より入手した情報を開示・公開する場

合があるものとし、その際には乙の責任のもと、当該人材

紹介会社が乙と同様の義務を遵守するよう、誠意をもって

監督するものとする。 

第１２条（反社会的勢力の排除） 

 １ 甲及び乙は、自ら又はその代表者、責任者若しくは実質的

に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しない

ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保

証する。 

  ⑴ 暴力団 

  ⑵ 暴力団員 

  ⑶ 暴力団準構成員 

  ⑷ 暴力団関係会社 

  ⑸ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集

団等 

  ⑹ その他前各号に準ずる者 

 ２ 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為を行わないことを表

明する。 

  ⑴ 暴力的な方法による要求をすること 

  ⑵ 法的な責任を超えた不当な要求をすること 

  ⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いるこ

と 

  ⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲及び乙

の信用を毀損し、又は甲若しくは乙の業務を妨害するこ

と 

  ⑸ 反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わ

せること 

  ⑹ 反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供

を行うこと 

  ⑺ 第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該

第三者との取引を行うこと 

  ⑻ その他前各号に準ずる行為 

 ３ 甲及び乙は、自らが第１項の各号に該当し、若しくは前項

の各号に該当する行為を行い、又はその恐れがあることが

判明した場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなけれ

ばならないものとする。 

 ４ 甲及び乙は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係

の有無に関する調査に協力し、相手方から求められた事項

については、客観的、合理的なものである限り、これに応

じなければならないものとする。 

 ５ 甲又は乙は、相手方が、前各項に違反した場合には、何ら

の催告をなしに直ちに、甲乙間で締結した一切の契約を解

除することができる。 

 ６ 甲又は乙は、前項に基づき契約を解除したことにより、相

手方に発生した損害について、賠償責任を負わない。 

第１３条（合意管轄） 

   本契約、覚書に関連して生ずる権利義務に関する訴訟に

ついては、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的な管

轄裁判所とする。 

第１４条（契約期間） 

   本契約の契約期間は本契約締結の日（ただし、開始年月

日を定めた場合はその日）から１年間とする。ただし、期

間満了１か月前までに甲乙いずれかから契約終了の通知

がない限り、引き続き同期間の自動更新とし、以後も同様

とする。 

第１５条（協議事項） 

   前各条に定めない事項に関しては、必要に応じて甲乙誠

意をもって協議の上別途定める。 
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支払代行サービス利用規約 

 

第１条（目的） 

   本規約は、甲が乙の提供する支払代行サービスの利用に

あたり、「ちょこっとほいく」利用規約の一部を追加また

は変更することを目的とする。 

第２条（支払代行業務の委託） 

 １ 甲は、乙に対し、甲の従業員に対する給与の振り込み業務

（以下「本件業務」という。）を委託し、乙はこれを受託

する。 

 ２ 甲は、乙に対し、一人の従業員に対して１か月に行う前項

の業務を１件とし、１件あたり３００円（税別）の報酬を

月末締め翌１０日限りで支払うものとする。ただし、振込

手数料は甲の負担とする。 

第３条（業務の遂行） 

 １ 乙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行す

る。 

 ２ 乙は、本件業務の遂行に際し、本契約に記載のない事項の

処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告

し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の

条件等について、両者協議のうえ決定する。 

第４条（資料の提示） 

   乙が業務処理に必要な書類、帳簿及びその他の情報は乙

が事前に請求し、甲が提示するものとする。これらの情報

の不備に起因して生じた業務上の契約不適合については、

甲の責任とする。 

第５条（秘密保持） 

   いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本

契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手

方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密と

して扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾な

く、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第

三者に開示してはならないものとする。 

第６条（再委託） 

   乙は、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると

判断した場合には、甲に対して、事前にその理由、具体的

な委託事項および再委託の相手方について説明の上、その

承諾を得なければならない。 

第７条（契約上の地位の移転等の禁止） 

   いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全

部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による

承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者

のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。た

だし、乙が、甲の同意を得て本件業務の全部またはその一

部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。 

第８条（業務委託費の改定について） 

   市場その他経済事情の変動等により、報酬が不相当とな

ったと認められる場合は、甲乙協議のうえ、これを改定で

きるものとする。 

第９条（損害賠償の請求） 

   甲又は乙が、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合

には、相手方に対してその損害の賠償をしなければならな

い。ただし、本契約の違反が故意又は重大な過失による場

合を除き、かかる損害賠償請求の金額は１２か月分の業務

委託費を上限とする。 
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 本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後に電子署名を行い、各自

その電磁的記録を保管する。 

 

 

        年    月    日 

 

 

                       （甲） 

所 在 地  

法 人 名  

代 表 者  

                         

                       （乙） 

所 在 地 金沢市堀川新町２番２７号 Ｓビル２Ｆ Ｂ号室 

法 人 名 エンパワー・サポート株式会社 

代 表 者 代表取締役 高井 新司 

許可番号 １７－ユ－３００１３４ 

 

 

 


